
 

船舶事故調査報告書 

令和５年５月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和４年８月１６日 １１時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県上島
かみじま

町高井
た か い

神
かみ

島北東方沖（備後灘航路第４号灯浮標） 

 高井神島灯台から真方位０５８°４.０７海里付近 

 （概位 北緯３４°１３.９′ 東経１３３°２０.２′） 

事故の概要 液体化学薬品ばら積船興和
こ う わ

丸は、西南西進中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１２月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

液体化学薬品ばら積船 興和丸、４９８トン 

 １４００７２、明和海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

航海士Ａ、四級（航海）（履歴限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部に擦過傷、右舷側ハンドレールに曲損 

灯浮標 やぐら支柱に曲損及び擦過傷、支え板に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過 本船は、船長、航海士Ａほか４人が乗り組み、航海士Ａが、高井神

島東北東方沖で単独の船橋当直に就き、約１０ノットの対地速力で自

動操舵により西南西進した。 

航海士Ａは、船長から船橋当直交替時に狭水道の愛媛県今治市有津
あろうず

港沖を航行する予定である旨を聞いていたので、周囲を見て危険な関

係になる船舶がおらず、少しの間であれば航行に支障はないと思い、

船橋後部右舷側の海図台に向かい、海図で同港沖の水路の確認を行っ

ていたところ、本船が備後灘航路第４号灯浮標（以下「本件灯浮標」

という。）に衝突した。 

航海士Ａは、海図台に向かう前に周囲を見て危険な関係になる船舶

がいないことは確認したが、海図を確認することに注意を向けていた

ので、本件灯浮標を見落としていたと本事故後に思った。 

分析 本船は、自動操舵で西南西進中、航海士Ａが、周囲を見て危険な関

係になる船舶がおらず、少しの間であれば航行に支障はないと思い、

船橋後部の海図台に向かって航行予定海域の水路の確認を行いながら

航行を続けたことから、本件灯浮標に向かっていることに気付かず、

本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、自動操舵で西南西進中、航海士Ａが、周囲を見

て危険な関係になる船舶がおらず、少しの間であれば航行に支障はな



 

いと思い、船橋後部の海図台に向かって航行予定海域の水路の確認を

行いながら航行を続けたため、本件灯浮標に向かっていることに気付

かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え 

られる。 

・船橋当直者は、短時間であっても周囲の見張りを怠らないように

すること。 

 


